
                                        

       ◎臨時議長の紹介 

〇事務局長（岡村幸男君） 本日の白老町議会第２回定例会11月会議は、一般選挙後初めての

議会です。議長が選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、出席委員の中で年長

の議員が臨時で議長の職務を行うこととなっております。 

出席議員中、松田謙吾議員が年長議員でありますので、ご紹介いたします。松田議員、議長

席にお願いいたします。 

ここで、傍聴にお越しの皆様、並びに議会中継をご覧の皆様にお知らせいたします。本日の

初議会につきましては、正副議長の選出や各種委員会の委員の選出など、議会運営の都合上、

幾度となく休憩を挟むこととなりますので、ご了承をお願いいたします。 

それでは、松田臨時議長、よろしくお願いいたします。 

○臨時議長（松田謙吾君） ただいま紹介されました松田謙吾です。地方自治法第107条の規

定により、議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長職務を行います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

                                         

◎各議員の自己紹介 

○臨時議長（松田謙吾君） 開会に先立ちまして、各議員の自己紹介ををその席からお願いし

ます。前田博之議員のほうから順次お願いいたします。 

           〔議員自己紹介〕 

○臨時議長（松田謙吾君） 各議員の自己紹介が終わりました。 

                                         

     ◎副町長以下各課長職の自己紹介 

○臨時議長（松田謙吾君） 引き続きまして、副町長、教育長、代表監査委員、課長職の紹介

をお願いいたします。 

           〔副町長以下各課長職自己紹介〕 

○臨時議長（松田謙吾君） それでは、自己紹介を終わります。 

 


